
 

物品・委託等の入札画面における契約締結方式の選択について 

令和６年 ４月 １日 

事業者の皆様へ 
 

 

 

物品・委託等にかかる電子入札システムを用いた入札について、入札金額の入力を行う画面の 

仕様が一部変更され、落札者となった場合の契約締結を紙による契約書で行うか、電子契約により 

行うかの選択ボタンが表示されるようになります。こちらは一部の入札において電子契約方式が 

導入されることに伴う変更ですが、物品・委託等においては、電子契約方式の導入は準備中のため 

「紙での契約」をご選択いただくようお願いいたします。 

なお、電子契約による方式をご選択された場合でも紙の契約書での契約締結とさせていただきます 

ので、あらかじめご了承ください。 

※物品・委託等における、電子契約は令和６年度下期以降に、一部契約を対象に段階的に導入 

を予定していますが、詳細は決定次第、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】財政局契約部電子入札ヘルプデスク  

045-662-7992  

開設時間 ： 午前９時から午後５時まで  

（土・日・祝日・年末年始を除く) 

 

 

 

 

赤枠内の選択ボタンが表

示されますが「紙契約」

をご選択ください。 


